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競輪事業特別会計において弾力条項を適用します 

 
 

令和５年度における川崎市競輪事業特別会計予算において、インターネット投票の売上

等が当初予算額を上回る見込みとなったことから、３月補正予算において予算額を増額し

たところです。しかしながら、その後に、３月補正で想定していた以上にインターネット

投票の売上が伸びており、約 197 億円（対前年度比 151％）となる見込みとなりました。 

歳入予算である車券売上金の見込額が約 274 億円（対前年度比 129％）となり、車券売上

金に連動して増加する払戻金などの経費も増加し、歳出予算に不足が生じることから、弾

力条項を適用することといたしました。 

なお、弾力条項の適用につきましては、直近の市議会本会議で報告することとなります。 

 

 

 

 

 
 
 
 

※別添資料を参照 
 

川崎市（財 政 局）

 （経済労働局）

※「弾力条項」（地方自治法第 218 条第４項） 

業務量の増加により直接必要な経費に不足が生じたときに、増加する収入に相

当する金額を直接必要な経費に使用することができるよう執行に柔軟性を持たせ

るもの。本市では、特別会計条例第２条で競輪事業特別会計にのみ適用できると

規定しています。 

また、弾力条項を適用した場合には、地方自治法の規定に基づき直後の会議に

おいて議会に報告しなければなりません。 

【問合せ先】  

川崎市財政局財政部財政課 土浜       電話 044－200－2179 

川崎市経済労働局公営事業部総務課 山本  電話 044－233－5616 

 








